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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、株主をはじめとするすべてのステールダー（利害関係者）にとって企業価値を最大化すること、経営の効率性、透明性を向上させること
をコーポレートガバナンスの基本方針・目的としています。このため、企業倫理と遵法を徹底すること、内部統制システムの整備・強化及び経営の
客観性と迅速な意思決定を確保することを主な課題として取り組んでいます。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

（原則１－４　政策保有株式）

　当社は、投資目的以外の目的で保有する株式の保有は、①業務提携、取引の維持・強化及び株式の安定等の保有目的の合理性、②その連

結貸借対照表計上額が総資産の５％以下などの条件をすべて満たす範囲で行うことを基本的な方針としています。

　同株式の買い増しや処分の要否は、当社の成長に必要かどうか、他に有効な資金活用はないか等の観点で、担当取締役による検証を適宜行

い、年に１度、取締役会で審議することとしています。

　なお、当社は現時点で政策保有株式としての上場株式を保有していません。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

　当社では、コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示事項を含め、基本原則・原則・補充原則の各８３原則すべてに対する当社の取

り組み状況や取り組み方針について、「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み」として、次の当社ホームページに掲載していま
す。

　また、「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み」の英文を当社英語版ホームページに掲載しています。

　・「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み」：https://www.kentaku.co.jp/corporate/ir/governance/top.html

　・「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み」（英文）：https://www.kentaku.co.jp/corporate/en/ir/governance/top.html

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 10,301,700 14.96

ＳＳＢＴＣ　ＣＬＩＥＮＴ　ＯＭＮＩＢＵＳ　ＡＣＣＯＵＮＴ 4,644,234 6.74

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 3,751,900 5.45

光通信株式会社 3,480,200 5.05

大東建託協力会持株会 1,680,605 2.44

住友不動産株式会社 1,606,700 2.33

STATE　STREET　BANK　AND TRUST COMPANY 505001 1,404,382 2.04

BNYMSANV AS AGENT / CLIENTS LUX UCITS NON TREATY 1 1,285,900 1.87

NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATION

AL VALUE EQUITY TRUST
1,231,400 1.79

大東建託従業員持株会 1,134,855 1.65

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし



補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム、名古屋 プレミア

決算期 3 月

業種 不動産業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1兆円以上

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

　当社は、上場子会社として、ハウスコム株式会社を有しています。

　当社は、中期経営計画の実現が、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上につながるものと考えておりハウスコム株式会社の
不動産賃貸仲介事業を核とした、積極的な事業領域の拡大は、中期経営計画の実現に大きく寄与するものと考えています。

　不動産賃貸仲介業を専業とする同社は、当社グループの管理物件以外を主に仲介しており、当社グループの賃貸仲介事業を補完する重要な
役割を担っています。さらに、不動産テックの活用など、社会のニーズに合わせた先進的な取り組みを行う同社が培ったノウハウを共有すること
で、当社グループのさらなる成長と企業価値向上に繋げることができると考えています。

　当社は、上場子会社において一般株主の利益を適切に保護することが、上場子会社の企業価値向上に資するとの認識のもと、当社と上場子会
社の一般株主との間には、構造的に利益相反リスクがあることを踏まえ、上場子会社の独立した意思決定を尊重するようにしています。　また、ハ
ウスコム株式会社では、取締役会を構成する取締役５名のうち、２名を独立社外取締役、監査役３名のうち、２名を独立社外監査役とすることで、
当社と上場子会社の一般株主との利益相反リスクを監督する体制としています。

　なお、ハウスコム株式会社の意思決定に際し、当社の事前承認を必要とする決議事項はありません。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 12 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 5 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

5 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

入谷　淳 弁護士 ○

佐々木　摩美 他の会社の出身者 ○

松下　正 弁護士 ○

庄田　隆 他の会社の出身者 ○

小林　憲司 公認会計士 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

入谷　淳 　 ○ ―――

当社の経営監督機能強化のためです。

弁護士として金融法務やコンプライアンス等の
危機管理業務に携わり、また公認会計士として
金融機関の監査業務にも従事してこられた豊
富な経験と見識を活かし、当社の経営を監督し
ていただけると判断しております。

入谷氏、同氏が社外取締役を務めるアカルタ
スホールディングス株式会社、及び同氏が社
外取締役を務めるトレノケートホールディングス
株式会社は、当社と取引等の利害関係はなく、
独立性を有していることから、独立役員として
指定しました。

佐々木　摩美 　 ○ ―――

当社の経営監督機能強化のためです。

グローバルな金融ビジネスにおいて、組織のマ
ネジメントに長年携わってこられた豊富な経験
と見識を活かし、グローバルかつ女性の視点
から当社の経営を監督していただけると判断し
ております。

佐々木氏、及び同氏が社外取締役を務める三
井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
は、当社と取引等の利害関係はなく、独立性を
有していることから、独立役員として指定しまし
た。

松下　正 ○ ○ ―――

当社の経営監督機能強化のためです。

弁護士としての企業法務や財務に関する専門
的な知識と、企業経営者としての豊富な経験と
見識を有するほか、複数の国外勤務や、ITシス
テム分野での経験も有しており、その豊富な経
験と見識を活かし、当社の経営に対する監査・
監督機能を果たしていただけると判断しており
ます。

松下氏、同氏が社外取締役を務める株式会社
サイプレス、同氏が社外監査役を務める株式
会社手原産業倉庫、及び株式会社アジラは、
当社と取引等の利害関係はなく、独立性を有し
ていることから、独立役員として指定しました。

庄田　隆 ○ ○ ―――

当社の経営監督機能強化のためです。

グローバル企業の経営者として長年企業経営
に携わり、社会・環境問題をはじめとするサス
ティナビリティ（持続可能性）を巡る課題にも積
極的に取り組んでこられた豊富な経験と見識を
活かし、当社の経営に対する監査・監督機能を
果たしていただけると判断しております。

庄田氏、同氏が社外取締役を務めるUBE株式
会社、及び同氏が社外取締役を務める株式会
社理研鼎業は、当社と取引等の利害関係はな
く、独立性を有していることから、独立役員とし
て指定しました。

小林　憲司 ○ ○ ―――

当社の経営監督機能強化のためです。

公認会計士としての財務及び会計に関する専
門的な知識と、企業経営者としての豊富な経験
と見識を有するほか、建設・不動産分野や、M&
Aアドバイザリーの経験も有しており、その豊富
な経験と見識を活かし、当社の経営に対する監
査・監督機能を果たしていただけると判断して
おります。

小林氏、同氏が代表を務める小林憲司公認会
計士事務所、同氏が共同代表取締役を務める
ビバルコ・ジャパン株式会社、及び同氏が社外
監査役を務めるホテルマネージメントインター
ナショナル株式会社は、当社と取引等の利害
関係はなく、独立性を有していることから、独立
役員として指定しました。



【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 4 2 1 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

　監査等委員会の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査等委員会の同意を得て行うものとし、また当該使用人が他部門の使用
人を兼務する場合は、監査等委員の職務の補助業務を優先して従事することとしています。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査等委員会は、当社の会計監査人であるＥＹ新日本有限責任監査法人から監査体制、監査計画、監査の実施状況及び四半期レビュー等に
ついて定期的に報告を受けるとともに、意見交換を行い、相互連携を図っております。また監査等委員会は、内部監査部門と監査計画、監査結果
等について適宜意見交換等を行うとともに、財務経理部門、内部統制部門とも連携を図っております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社外取
締役

補足説明

　当社では、代表取締役及び監査等委員でない社外取締役全員で構成される「指名・報酬委員会」（委員長：社外取締役）を設けています。

指名・報酬委員会は、業務執行取締役の評価制度における評価結果の集計、個別ヒアリングを行うとともに、次期経営体制案、取締役候補者案
及び業務執行取締役の業績連動報酬案の諮問に対する意見などを行っています。また、指名・報酬委員会が集計・確認を行った業務執行取締役
の相互評価結果は、報酬にも反映しています。



【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

　当社の社外取締役は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立性の基準、並びに「当社社外役員の独立性基準」を満たしており、
社外取締役全員を独立役員に指定しています。

　「当社社外役員の独立性基準」は、後述の「２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体
制の概要）」に記載しています。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

　2023年６月27日開催の第49期定時株主総会にて、株式報酬制度の一部変更を決定しております。内容については、後述の「【取締役報酬関係】
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご覧ください。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明

当社の役員報酬等の内容（直前事業年度）

取締役7名（社外取締役を除く）　　総額475百万円（基本報酬363百万円、ストックオプション2百万円、株式報酬0百万円、賞与108百万円）

社外役員7名　　総額110百万円（基本報酬110百万円）

上記内容が記載されている有価証券報告書及び事業報告を、当社ホームページに掲載しています。

当社の役員ごとの連結報酬等（直前事業年度）

小林克満（取締役）　総額126百万円（基本報酬105百万円、ストックオプション0百万円、株式報酬-7百万円、賞与26百万円）

（注１）連結報酬等が１億円以上の役員のみ記載しております。

（注２）上記のストックオプションの金額は、2018年度に終了したストックオプション制度に係る直前事業年度中の費用計上額です。

　　　　2019年度以降、新規の割り当ては行っていません。

なお、直前事業年度における取締役（社外取締役を除く）の連結役員報酬等の固定報酬（基本報酬）と業績連動報酬（ストックオプション・株式報
酬・賞与）の支給金額ベースでの割合は、以下の通りとなります。

代表取締役　固定報酬：85％、業績連動報酬：15％

常務取締役　固定報酬：78％、業績連動報酬：22％

取締役　　　　固定報酬：89％、業績連動報酬：11％



報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

（１）役員報酬の基本方針

　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、当社の経営方針を実現するため、シンプルかつ中長期的な企業価値向上に資する
インセンティブが機能する報酬体系にするとともに、当社の企業変革スピードを維持し、持続的な成長に資する優秀な人材を確保・維持できる水準
とします。具体的には、以下を基本方針とします。

　・当社の経営方針の達成を強く促すためのインセンティブ制度となること

　・会社業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めるものであること

　・株主・投資家との利害共有を図るものであること

　・国内の同規模企業群の報酬水準と比して競争力があり、優秀な人材を維持・確保できる水準であること

　・透明性・客観性の高い報酬の決定プロセスとし、ステークホルダーに対する説明責任を果たしうるものであること

（２）報酬水準

　報酬水準は、外部調査機関のデータベースを活用してベンチマーク企業群の水準を調査・分析し、当社の経営状況等を勘案しながら競争力の
あるものとなるように設定します。

（３）報酬構成

　上記基本方針に基づき、インセンティブ重視の報酬構成とします。具体的には、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下
「業務執行取締役」という。）の報酬は、基本報酬、業績賞与および株式報酬で構成し、その割合は1：0.6：0.6とします（業績目標の達成率が100％
である場合）。なお、将来的には、1：2～3：2～3を目指します。

　他方、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ。）は、基本報酬および株式報酬で構成するものとします。ただし、業務執行者を適
切に監督するという役割に鑑み、業績には連動しないものとします。

（基本報酬）

　業務執行取締役については、役位ごとに応じて定める基本報酬を毎月支給します。社外取締役については、職責に応じて定められた基本報酬
を毎月支給します。

（業績賞与）

　業績賞与は、各事業年度の短期インセンティブ報酬として、各事業年度の目標達成度に応じて0％～130％の範囲で毎年一定の時期に支給しま
す。ただし、株主と利害を共有するため、当事業年度の連結当期純利益（親会社株主に帰属する当期純利益）に一定の比率を乗じた金額の範囲
内で支給するものとします。

　目標達成を測る指標は、中期経営計画やマテリアリティをふまえて選定するものとし、財務指標だけでなく、非財務指標や個人評価を取り入れる
ことで、中期経営計画やマテリアリティの達成に向けた適切なインセンティブ報酬となるように留意します。

（株式報酬）

　当社グループの中長期的な会社業績および企業価値の向上に対するインセンティブ付けおよび株主との利害共有意識を促すことを目的に、株
式報酬を支給します。

　具体的には、業務執行取締役の株式報酬は、業績連動部分と非業績連動部分から構成するものとし、業績連動部分は役位を基準として定めら
れたポイントを毎年付与した上で、対象期間（3年間）の終了後一定の時期に、目標達成度に応じて0％～150％の範囲で変動させ、当該ポイントに
応じて株式を支給します。非業績連動部分は、役位を基準としたポイントを毎年付与した上で、退任時に累積ポイントに応じて株式を支給します。
なお、業務執行取締役に対するポイントの付与はROE20%および配当性向50%の達成を条件とします。

　業績連動部分における目標達成を測る指標は、中期経営計画やマテリアリティをふまえて選定するものとし、財務指標だけでなく、非財務指標を
取り入れることで、中期経営計画やマテリアリティの達成に向けた適切なインセンティブ報酬となるように留意します。

　なお、業務執行取締役に対しては、就任後5年以内に、原則として基本報酬（年額）の1倍以上の当社株式（潜在保有株式数を含めます。）を保有
することを推奨するものとします。

　社外取締役の株式報酬は、その役割に鑑み、非業績連動の固定型とします。

（４）報酬等の決定プロセス

　当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ。）の報酬等の妥当性・透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として、指名・
報酬委員会を設置します。

　取締役の個人別の報酬等の決定方針（報酬水準、報酬構成および業績連動報酬の目標設定等を含みます。）は、指名・報酬委員会での審議を
十分に経た上で、取締役会において決定します。

　取締役の個人別の報酬額は、当該決定方針に基づき取締役会の一任を受けた代表取締役社長が決定します。具体的には、基本報酬や株式報
酬の非業績連動部分については、指名・報酬委員会が個人別の報酬額の原案を作成し、代表取締役社長が決定します。業績連動部分について
は、指名・報酬委員会において業績連動報酬にかかる各業務執行取締役の評価を審議し、代表取締役社長が指名・報酬委員会の答申を受けた
上で、算定式に当てはめて個人別の報酬額を決定するものとします。

（５）報酬等の没収等

　重大な会計上の誤りや不正があり、決算の事後修正が取締役会において決議された場合または取締役の在任期間中に会社と当該取締役の委
任契約等に反する重大な違反があったと取締役会が判断した場合には、指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問を受けて、業績賞与または株
式報酬を受ける権利の全部若しくは一部の没収、または支給済みの賞与または株式報酬の全部もしくは一部の返還を求めるか否かについて審
議し、その結果を取締役会に答申します。また、取締役が当社の許可なく競合他社に転職した場合、指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問を
受けて、株式報酬の全部若しくは一部の返還を求めるか否かについて審議し、その結果を取締役会に答申します。

　取締役会は、指名・報酬委員会の答申結果を踏まえて、賞与または株式報酬を受ける権利の全部もしくは一部の没収、または支給済みの賞与
または株式報酬の全部もしくは一部の返還を当該取締役に請求するか否かにつき決議するものとします。



【社外取締役のサポート体制】

　取締役会事務局より、取締役会資料及び議事録を書面または電子メールにて送付するほか、社外役員向けに、取締役会議案や伝達事項につ
いて説明する、社外役員連絡会を毎月開催しています。また、特に重要な議案内容等に関する説明及び資料を求める場合には、担当役員や担当
部門が補佐しています。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（１）会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレートガバナンス体制の状況

　当社は、経営の意思決定・監督と業務執行の役割を明確化し、監督の強化及び意思決定の迅速化を図ることを目的として、2023年６月に監査等
委員会設置会社へ移行しました。

　取締役会は、取締役12名（うち、社外取締役５名）で構成され、月に１度以上、法令及び定款に定められた事項並びに当社及び関係会社の重要
事項などを決定しています。

　経営会議は、取締役及び職務を分掌し権限を行使する執行役員等のうち取締役会で指名された者により構成され、月に２度以上、業務執行の
個別具体的な課題・問題の対策協議につき審議を行っています。

　当社では上記の主要な会議体に加え、任意の委員会として指名・報酬委員会及びガバナンス委員会を設けています。いずれの委員会も、社外
取締役の互選により選定された筆頭独立社外取締役が委員長を務めています。

　指名・報酬委員会は、代表取締役及び監査等委員でない社外取締役全員を委員として構成されており、取締役評価、次期経営体制や取締役の
業績連動報酬の検討に関与することで、代表取締役を含む経営陣の独断を牽制し、統治機能の強化を図っています。

　また、代表取締役を含む社内取締役及び社外取締役全員で構成されるガバナンス委員会を設けており、取締役会実効性評価やコーポレートガ
バナンスに関する審議をガバナンス委員会で重点的に行うことで、監督機能の強化を図っています。

（２）内部統制の仕組み及び内部監査並びに監査等委員会監査の状況

　内部統制の有効性及び効率性をモニタリングするため、実際の業務遂行状況について、内部監査部門が当社グループの全国の拠点・本社を対
象に業務監査を年間計画に基づき実施し、監査結果は監査等委員会及びトップマネジメントに報告しています。被監査部門に対しても、改善事項
の指摘・指導はもとより、社員へのインタビューを行うことで業務執行に関する具体的な執行状況の確認と問題点の把握を行い、実効性の高い監
査を実施しています。

　また、グループ全体の事業活動に関するあらゆるリスクを的確に把握し、リスクの発生頻度や経営への影響を低減すべく、リスクマネジメント委
員会を設置し、グループ経営上重要なリスクの抽出・評価・見直しの実施、対応策の策定、管理状況の確認を定期的に実施しています。特に経営
上・事業上重要なリスクに関しては、取締役会においても重点的にモニタリングしつつ、定期的に状況報告を受けるとともに、内部監査部門からも
適宜報告を受けることで、全社的なリスク対応を推進しています。

その他、コンプライアンス推進部門及び外部に公益通報制度の窓口を設置し、不正行為等の早期発見と是正に努めています。

（３）社外取締役と内部統制部門等との関係

　社外取締役は、取締役会においてコンプライアンス及び内部統制についての報告を受け意見を述べている他、コンプライアンス推進部門と適
宜、情報交換の場を設置し、問題認識を共有しています。

　また、監査等委員である社外取締役のうち１名は常勤監査等委員として常時執務しており、取締役会や経営会議等に毎回出席している他、内部
監査部門と連携して随時必要に応じて業務執行状況についてチェック・牽制を実施し、取締役の執務状況及び取締役会及び経営会議決定事項の
実施状況を監視できる体制となっています。

（４）社外取締役の状況

　監査等委員でない社外取締役２名、監査等委員である社外取締役３名を選任しています。

　監査等委員でない社外取締役には、国際的な金融業務の経験者や検察官の経験を有する弁護士を選任しており、そのうち１名は女性社外取締
役であります。

　監査等委員である社外取締役には、公認会計士や弁護士を選任しており、財務・会計・法務に関する豊富な知識を有するほか、全員が他社で
の企業経営経験を有しています。

　なお、社外取締役と当社との間に、人的関係、又は資本的関係はありません。

（５）当社社外役員の選任ガイドライン

　当社の社外役員及び社外役員候補者は、当社が定める以下の基準を満たす者とする。

　１．経営・企業法務・ガバナンスなど、取締役会の審議・決定内容を直接的に監督できること。　　

　２．成長戦略の策定、経営戦略の決定、中期計画達成等に関して自己の知見・見識を反映させることができること。

　３．その他の会社経営上の案件に対して、自己の知見、専門性、経験を踏まえた助言・指導が行えること。

（６）当社社外役員の独立性基準

　当社の社外役員及び社外役員候補者は、当社が定める以下の独立性基準を満たす者とする。

　なお、対象期間は、以下１については現在及び期限の定めのない過去とし、２～５については現在及び過去10年間とする。

　１．当社グループ関係者

　　　当社、当社の子会社（注１）及び関連会社（注２）（以下「当社グループ」という）の取締役（社外取締役は除く）、監査役（社外監査役は除く）、

　　　会計参与、執行役、執行役員又は使用人（以下「取締役等」という）でないこと。

　２．議決権保有関係者

　　　Ａ．当社の10％以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。

　　　Ｂ．当社グループが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。

　３．取引先関係者

　　　Ａ．当社グループとの間で、双方いずれかの連結売上高２％以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。

　　　Ｂ．当社グループの主要な借入先（当社連結総資産の２％以上に相当する金額の借入先）である金融機関の取締役等でないこと。

　　　Ｃ．当社グループの主幹事証券会社の取締役等でないこと。



　４．専門的サービス提供者（弁護士、公認会計士、コンサルタント等）

　　　Ａ．当社グループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員でないこと。

　　　Ｂ．公認会計士・税理士・弁護士・その他コンサルタントとして、当社グループから取締役・監査役報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬を

　　　　　受領している者でないこと。

　５．その他

　　　Ａ．上記１～４に掲げる者（重要でない者を除く）の２親等以内の親族でないこと。

　　　Ｂ．当社グループとの間で、役員が相互就任している会社の取締役等でないこと。

　　　Ｃ．当社グループとの間で、株式を相互保有している会社の取締役等でないこと。

　（注１） 「子会社」とは、財務諸表等規則第８条第３項に規定する子会社をいいます。

　（注２） 「関連会社」とは、財務諸表等規則第８条第５項に規定する関連会社をいいます。

（７）情報開示について

　経営の透明性・客観性を確保するための情報開示については、ニュースリリース、決算説明会の開催、月次業績や四半期及び通期の各種決算
資料ならびに有価証券報告書等、ＩＲ情報のホームページへの掲載など、様々なチャンネルを活用し、公正かつタイムリーなディスクロージャーに
努めています。

　また、当社株式における外国人持株比率が高いことから、海外ＩＲの実施をはじめ、株主総会招集通知、決算説明資料、株主通信、コーポレート
ガバナンスに関する報告書及び統合報告書等の英文での提供を行っています。

　当社では情報開示を最も重要な経営責任の一つと考えており、今後とも株主や投資家から信頼される企業を目指していきます。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社では、株主をはじめとする全てのステークホルダーにとって企業価値を最大化すること、経営の透明性・効率性を向上させることを基本方針
としています。この基本方針のもと、経営の意思決定・監督と業務執行の役割を明確化し、監督の強化及び意思決定の迅速化を図ることを目的と
して、2023 年６月より監査等委員会設置会社を選択しています。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主総会開催予定日より３週間以上前に発送しています。また、発送日の約１週間前に、
当社ホームページ等にて電子提供を行っています。

集中日を回避した株主総会の設定
毎年株主総会集中日と予測される日の１日以上前の日程を設定しています。本年の定時
株主総会は、第４集中日の開催となりました。

電磁的方法による議決権の行使
パソコン、スマートフォン等から、当社が指定する株主名簿管理人の議決権行使サイトに
て議決権を行使できる環境を整えています。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ＩＣＪが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加し、機
関投資家の議決権行使の環境向上を図っています。

招集通知（要約）の英文での提供
当社ホームページ及び東京証券取引所のウェブサイトに、招集通知（要約）の英文を掲載
しています。

その他
当社ホームページに招集通知（和文、英文）、実施予定及び議決権行使結果などを掲載
しています。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

当社は、情報公開を最も重要な経営課題の一つであると認識し、各種法令を
遵守し、ポジティブまたはネガティブであるかにかかわらず、迅速な情報開示に
努めます。また、特定の機関または個人に対して、未公表の重要情報を選択
的に開示することを避け、広く公平な情報開示に努めます。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

決算発表説明会を四半期に１回開催するほか、事業説明会やESG説明会等
の説明会を定期的に開催しています。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
米国・欧州・アジアの投資家に向け、訪問やオンラインでの説明会を年１回以
上実施しています。

あり

IR資料のホームページ掲載

「決算短信」、「適時開示資料（リリース）」、「有価証券報告書」、「四半期報告
書」、「決算説明会資料」、「株主通信」、「統合報告書」、「アニュアルレポー
ト」、「サステナビリティレポート」、「株主総会招集知」、「株主総会決議通知」な
どのＩＲ資料を掲載しています。

当社ホームページのＩＲトップページアドレスは、「https://www.kentaku.co.jp/co
rporate/ir/」です。

IRに関する部署（担当者）の設置
ＩＲ担当部署は、経営企画部です。

ＩＲ担当役員は、取締役　グループ財務経理部長の岡本司です。

その他

当社ホームページに個人投資家向けのページを開設し、個人投資家の皆さま
へ当社をより深くご理解いただけるよう当社の事業や業績等の情報を提供して
います。

当社ホームページの個人投資家向けページのアドレスは、

「https://www.kentaku.co.jp/corporate/ir/investors/」です。



３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は、株主をはじめとするすべてのステークホルダー（利害関係者）にとって企業価値を
最大化すること、経営の効率性、透明性を向上させることをコーポレートガバナンスの基本
方針・目的としています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社では、サステナビリティに関する取組みを重要な経営課題として位置付け、当社グ
ループの7つの重要課題（マテリアリティ）を特定しています。これら重要課題への取り組み
については当社ホームページや統合報告書、サステナビリティレポート等を通じて開示を
行っています。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

経営の透明性・客観性を確保するための情報開示については、ニュースリリース、決算説
明会の開催、月次業績や四半期及び通期の各種決算資料ならびに有価証券報告書等、Ｉ
Ｒ情報のホームページへの掲載など、様々なチャンネルを活用し、公正かつタイムリーな
ディスクロージャーに努めています。また、当社株式における外国人持株比率が高いこと
から、海外ＩＲの実施をはじめ、株主総会招集通知、決算説明資料、株主通信、コーポレー
トガバナンスに関する報告書及び統合報告書等の英文での提供を行っています。当社で
は情報開示を最も重要な経営責任の一つと考え、今後とも株主や投資家から信頼される
企業を目指していきます。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１）当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　（１）当社は、取締役の職務執行に関する情報（電磁的記録を含む、議事録・決裁記録及びそれらの付属資料、会計帳簿・会計伝票及び

　　　その他の情報等）を文書の保存・廃棄に関する法令・社内規程に基づき保存・管理する。

　（２）取締役は、社内手続に従い、これらの保存された文書を閲覧できる。

　（３）当社は、情報セキュリティに関する社内規程に基づき情報保存の安全性を確保する。

２）当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　（１）当社は、当社グループの損失の危険に関する管理体制を構築するためのリスク管理の基本方針を定め、当社グループを取り巻くリス

　　　ク及びリスク管理状況に関するモニタリング、並びに重要事項の協議及び調整をする機関としてリスクマネジメント委員会を設置、運

　　　営する。

　（２）当社は、当社グループの業容、社会変化等を踏まえ、リスク・アプローチの考え方に基づき、より重要な事業領域、監査テーマを選定

　　　し、グループ内部監査体制を構築・運用する。

　（３）当社は、リスクマネジメント委員会を通じて、グループ経営上重要なリスクの抽出・評価・見直しの実施、対応策の策定、管理状況の

　　　確認を定期的に実施する。特に経営上・事業上重要なリスクに関しては、取締役会においても重点的にモニタリングしつつ、定期的に

　　　状況報告を受けるとともに、内部監査部門からも適宜報告を受けることで、全社的なリスク対応を推進する。

　（４）当社は、品質管理及び安全衛生管理に関する社内基準を定め、当社及びグループ各社の使用人及び工事現場における取引先作業

　　　員がこれらの基準を遵守するよう指導・監督し、不具合や事故の防止体制を整備する。

　（５）当社は、個人情報保護に関する社内基準を定め、当社及びグループ各社の使用人がこれを遵守するよう指導・監督し、顧客情報をは

　　　じめとするあらゆる個人情報の不適切な持ち出し、紛失、盗難、漏えいの防止体制を整備する。

　（６）当社は、重大災害発生時において、当社グループ使用人を含むステークホルダーの被害を最小限度に抑えるため、災害対策及び事

　　　業継続に関する方針、計画及びマニュアル等を定め、当社及びグループ各社の使用人がこれに基づいて行動するよう担当部署が教

　　　育や訓練を行わせるなど、影響を最小化する体制を整備する。

３）当社並びに子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　（１）当社は、業務執行取締役の相互監視に加え、取締役に占める割合が３分の１以上となる人数の独立社外取締役を選任することで、

　　　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することの監督を強化する。

　（２）当社は、法令、就業規則、事業活動倫理に関する社内基準に基づき、当社各部門及びグループ各社を管掌する取締役又は執行役

　　　員をして、管掌する部門・グループ会社におけるコンプライアンスに関する管理体制を整備させる。

　（３）当社は、当社及びグループ各社の内部監査を担当する部署をして、当社及びグループ各社を対象に業務監査を実施させ、業務遂行

　　　が社内基準に基づいて行われていることを確認するとともに、問題があれば適切に是正させる。

　（４）当社は、コンプライアンスの担当部署、社外の弁護士事務所及び外部委託業者にグループ全体を対象とした内部通報の窓口を設置

　　　し、不正行為等の早期発見と是正に努める。

　（５）当社は、当社及びグループ各社の執行役員及び使用人に対するコンプライアンスの教育及び情報提供の機会を定期的に設け、遵法

　　　意識の啓蒙に努める。

　（６）当社は、グループ会社を含めて社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体とは、取引関係を含め一切関係を持たない。

　　　不当な要求に対しては、対応マニュアルに基づき、弁護士や警察等の外部専門機関とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応す

　　　る。

４）当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　（１）当社は、取締役会を月に１度開催し、同取締役会は、法令及び定款が求める事項並びに当社及びグループ各社の重要な政策事項

　　　などを決定するとともに、業務執行取締役から職務執行状況の報告を受けて監督する。

　（２）当社は、取締役会から代表取締役をはじめとする執行責任者に必要に応じて業務執行の決裁権限を委譲し、機動的な意思決定を可

　　　能とする。

　（３）当社は、当社及びグループ各社の事業分野を「建築事業を所管する本部」「不動産事業を所管する本部」「コーポレート業務を所管す

　　　る本部」「関連事業を所管する本部」等に区分し、各本部に執行責任者を配置する。

　（４）当社は、各本部の執行責任者及び取締役会が指名した執行役員で構成する経営会議を月に２度程度開催し、取締役会で決定され

　　　た方針・戦略の具体的展開や複数の本部に関係する課題を協議する。会議の結果は全ての取締役に報告して情報の共有を図るとと

　　　もに、社外取締役の監督に供する。

　（５）各本部は、執行責任者又は事業分野内の執行役員が議長となる本部会議を定期的に開催し、各本部内で専決できる職務を執行す

　　　る。審議結果のうち重要な事項があれば、取締役会もしくは経営会議に報告する。

５）当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正性を確保するための体制及び子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員の

　職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　（１）当社は、当社グループ会社管理に関する基本方針を定め、グループ各社の自律的経営を尊重するとともに、各社の取締役に当社取

　　　締役又は執行役員を配置することでグループ間の相互連携を図る。

　（２）当社は、当社グループ会社管理に関する基本方針に基づき、グループ会社が経営上重要な行為を行う場合には、グループ会社から

　　　適時に報告を受け、適切な指導・助言等を行うなど、グループ会社の業務の適正化及び円滑化を図る。

　（３）当社は、当社グループ会社管理に関する基本方針に基づき、グループ各社から適時に決算内容等の報告を受ける。

６）監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　（１）監査等委員会の職務を補助する組織として監査等委員会事務局を設置し、監査等委員補助者を配置する。

　（２）監査等委員会事務局は、監査に必要な調査や情報収集等の各部署の協力体制を構築し、監査等委員会の指示の実効性を確保す

　　　る。

７）監査等委員会の職務を補助する使用人の取締役（監査等委員であるものを除く。）からの独立性及び監査等委員会の当該使用人に対

　する指示の実効性確保に関する事項

　（１）監査等委員会の職務を補助する使用人の任命・異動については、監査等委員会の同意を得て行うものとする。

　（２）監査等委員会の職務を補助する使用人は、監査等委員の指揮命令下で業務を行う。ただし、監査等委員会を補助する使用人を兼務



　　　する使用人は、監査等委員による指示業務を優先して従事するものとする。

８）監査等委員会への報告に関する体制、並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保する

　ための体制

　（１）当社各部門及びグループ各社を管掌する業務執行取締役及び使用人は、法令、就業規則、社内規程で報告が求められる事項のほ

　　　か、全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報窓口その他への相談・通報状況等を把握したら、速やかに

　　　監査等委員会に報告する。

　（２）監査等委員会は、当社及びグループ各社の取締役会並びに経営に関する重要な会議に出席し、必要に応じて業務執行取締役及び

　　　使用人に説明を求めることができるものとする。

　（３）当社は、監査等委員会に報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを受けないことを確保するため、内部

　　　通報制度と同様の仕組みをとる。

９）監査等委員会の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　　監査等委員が監査等委員会及び監査等委員会を補助する使用人の職務の執行について生じる費用の前払い又は債務の償還を請求

　したときは、その必要が認められない場合を除き、関連する社内規程に基づき速やかにこれを処理する。

１０）その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　（１）監査等委員会は、取締役（監査等委員であるものを除く。）及び会計監査人と必要に応じて意見交換をする。

　（２）監査等委員が、各種業務執行に関する会議体に出席することを妨げないものとする。

　（３）監査等委員会を月に１度開催し、常勤監査等委員から非常勤監査等委員へ業務執行状況を報告することで、監査等委員会の監査

　　　の実効性を高める。

　（４）独立社外取締役である監査等委員３名及び社内監査等委員１名を選任することで、監査等委員会の独立性を高め、適正かつ実効的

　　　な監査を行える体制とする。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

１）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

　当社は、当社グループ社員がとるべき行動規範である「大東建託行動規範」に、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体に対し

　て毅然とした姿勢で臨むことを掲げ、反社会的勢力との関係排除に取り組んでいます。

２）反社会的勢力排除に向けた整備状況

　（１）対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況

　　　総務部を対応統括部署としています。本社総務部のほか、全国各支店に１名ずつ不当要求防止責任者を選任しています。

　（２）外部の専門機関との連携状況

　　　警察当局、顧問弁護士等の外部専門機関と連携するほか、特殊暴力防止対策協議会に加入し、地域社会と連携して反社会的勢力の排除

　　　に取り組んでいます。

　（３）反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況

　　　警察当局から反社会的勢力に関する情報の提供を受けています。また、反社会的勢力からの接触または攻撃を受けた当社各部門・支店

　　　に対し、適切な情報を提供しています。

　（４）対応マニュアルの整備状況

　　　対応マニュアルとして「暴力団等の不当要求の手口とその対応要領」を作成し、全社員に周知・徹底しています。

　（５）研修活動の実施状況

　　　全支店の不当要求防止責任者を対象として、「不当要求の手口と対応要領」を内容とする研修を適宜実施しています。また、本社総務部

　　　及び全国各支店の不当要求防止責任者は、外部機関が開催する研修に定期的に参加しています。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

当社では、株主の負託に応えるべく、持続的な成長を継続させ企業価値を向上させることが最重要経営課題と認識しており、現状では買収防衛

策の導入の予定はありません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

（適時開示体制の概要）

１）基本方針

　当社は、情報開示を最も重要な経営課題の一つであると認識し、各種法令を遵守し、ポジティブまたはネガティブであるかにかかわらず、

　迅速な情報開示に努めます。また、特定の機関又は個人に対して、未公表の重要情報を選択的に開示することを避け、広く公平な情報

　開示に努めます。　

２）適時開示の基準

　当社は、金融商品取引法及び東京証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」に従って情

　報を開示いたします。また、当該法令又は規則で開示が求められない場合でも、経営の透明性を高め、当社をより良く理解いただくにあ

　たり有効と判断される事項については、積極的に公開いたします。ただし、トレードシークレット等、企業間競争の観点から開示が適当で

　ないと判断する事項については、開示を差し控えさせていただきます。

３）取扱責任者及び適時開示担当部門

　当社の情報取扱責任者は、代表取締役が就いています。

　また、当社の適時開示は、経営企画部が担当しています。

４）適時開示の方法・手順

　（１）適時開示担当部門への報告・適時開示の検討情報取扱責任者及び経営企画部は、取締役会、各部門及び各子会社に対し開示

　　　 情報に該当する可能性のある情報の報告を求めています。報告された情報について、適時開示規則等に基づき情報取扱責任者と

　　　 協議し、適時開示すべき情報か否かの検討を行います。

　（２）適時開示資料の作成・公表

　　　 適時開示しなければならない情報に該当すると判断した場合、経営企画部にて開示資料を作成します。作成した開示資料は、情報

　　　 取扱責任者による確認を行い、必要に応じて情報管理責任者が取締役会へ報告を行います。確認後、経営企画部にて東京証券取

　　　 引所のＴＤｎｅｔにおいて適時開示を行います。

　　　 また、広く公平な情報開示を行うため、以下の開示情報を当社ホームページ上で公開いたします。

　　　　・東京証券取引所のＴＤｎｅｔにより開示した重要事実

　　　　・定期的作成資料

　　　　　　有価証券報告書（四半期報告書）

　　　　　　決算短信（四半期決算短信）

　　　　　　株主総会招集通知

　　　　　　株主通信

　　　　　　統合報告書（アニュアルレポート）

　　　　　　サステナビリティレポート

　　　　　　月次業績速報

　　　　　　決算説明会資料（四半期決算説明会資料）

　　　　・随時のニュースリリース

　　　　　　報道機関へ提供または記者クラブで配付した資料

５）沈黙期間

　当社では、決算発表直前に株価に影響のある情報が誤って流出する可能性を排除するため、決算期末から決算発表日まで（四半期決

　算においては、発表日前１週間）を「沈黙期間」として、決算に関するコメントを控えさせていただきます。ただし、「沈黙期間」であっても、

　既に公表されている情報に関するご質問等に関しては対応いたします。
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氏 名 専門性・職歴 企業経営 事業戦略・
マーケティング

技術・研究開発・
品質管理

財務・会計・
ファイナンス サステナビリティ

ガバナンス・
コンプライアンス・
リスクマネジメント

国際性・
海外事業

取
締
役

竹内 啓 ー ● ● ● ●

守 義浩 ー ● ● ●

舘 正文 ー ● ● ●

岡本 司 公認会計士 ● ●

天野 豊 ー ● ●

田中 良昌 ー ● ●

入谷 淳 弁護士/公認会計士
元検察官 ● ● ● ●

佐々木 摩美 元外資系⾦融機関
マネジメント ● ● ● ●

取
締
役
（
監
査
等
委
員
）

川合 秀司 ー ● ● ● ●

松下 正 弁護士
元企業経営者 ● ● ● ●

庄田 隆 元企業経営者 ● ● ● ●

⼩林 憲司 公認会計士
企業経営者 ● ● ● ●

※上記⼀覧表は各⽒の経験等を踏まえ、より専門性が発揮できる領域を記載しており、有する全ての知⾒を表すものではありません。
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